
- 1 -

文
部
科
学
省

○

告
示
第
三
号

厚
生
労
働
省

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五

文
部
科
学
省

十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
公
認
心
理
師
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年

令
第
三
号
）
第
三
条
第
三

厚
生
労
働
省

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
認
心
理
師
法
施
行
規
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大

文
部
科
学
省

臣
が
別
に
定
め
る
施
設
（
平
成
二
十
九
年

告
示
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三

厚
生
労
働
省

十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信



- 2 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

公
認
心
理
師
法
施
行
規
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
文
部
科
学
大

公
認
心
理
師
法
施
行
規
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
文
部
科
学
大

臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

十
四

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八

十
四

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八

十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型

医
療
施
設
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医

医
療
施
設
又
は
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は

療
院
若
し
く
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

十
五
～
二
十
四

（
略
）

十
五
～
二
十
四

（
略
）


